
別表１（第３条関係） 

実践活動に関する取組項目 

分 野 
項目

番号 
実践活動 

Ａ エネルギー対

策関連 

１ 

・空調の温度管理や使用時間に関する規定の創設 

・クールビズ・ウォームビズの徹底 

・高効率空調設備の導入 

２ ・太陽光発電、風力発電、バイオマス発電等の実施、利用等 

３ ・事業所内の全照明の LED化 

４ ・低公害車の導入 

５ 

・熱エネルギーの有効利活用（ヒートポンプ、コージェネレーション

等） 

・その他、省エネルギー改修 

６ ・バイオマス発電、風力発電等の実施および利用 

７ 
・ノーカーデーの実施 

・効率的な輸送手段への転換（モーダルシフト） 

８ ・エコドライブ推進に関する講習会等の開催 

９ 

・カーボンオフセット商品やサービスの購入 

・カーボンオフセット商品やサービスの提供 

・その他、カーボンオフセット推進に関する取組（カーボンクレジッ 

ト等） 

Ｂ 廃棄物対策関 

 連 

１０ 
・プラスチックごみ、古紙等のリサイクル回収、活用 

・梱包材の削減 

１１ 
・リサイクル製品の優先購入 

・環境に配慮した事業者の資材、商品、サービス等の優先購入・調達 

１２ ・事業活動に伴う廃棄物排出量の削減目標の設定 

Ｃ 水・森林資源

対策関連 

１３ 
・節水機器の導入 

・雨水、雑排水の再利用 

１４ ・その他、水使用量削減に関する取組 

１５ ・文書の電子化、両面コピーの推奨等 

１６ ・植樹、植林、その他、森林保全に関する活動 



Ｄ 環境汚染対策

関連 

１７ 
・７大公害（大気、水質、土壌、騒音、振動、地盤沈下、悪臭）に関

する対策（自動測定器の設置、環境調査等） 

１８ ・環境対策・調査等の情報の公開（ホームページ等） 

１９ ・環境汚染対策に関する啓発活動等 

２０ ・その他、環境汚染に関する取組 

Ｅ 環境配慮型製

品・サービス

関連 

２１ 

・環境配慮型製品（環境ラベル認定等製品、省エネルギー基準適合製

品、地産地消製品、カーボンプリント等）の生産・販売又は、これ

らを用いたサービスの提供 

・環境配慮型製品・サービスの開発・調査・研究 

２２ 

・詰め替え、量り売りの推進 

・中古品、リサイクル品の販売 

・エコツーリズムの推進 

・その他、環境配慮型製品・サービスに関する取組 

Ｆ 地域支援活動

関連 

２３ ・地域の清掃・美化・緑化に関する活動等への参加及び支援 

２４ ・地域の祭りや伝統行事への参加及び支援 

２５ ・地域のスポーツ、その他、健康増進に関するイベントに対する支援 

２６ ・地域の防犯、交通安全、防災に関する取組 

Ｇ 雇用・働き方

関連 

２７ ・高齢者の雇用・就業支援 

２８ ・障がい者の雇用・就業支援 

２９ ・外国人の雇用・就業支援 

３０ ・従業員の柔軟な雇用、勤務形態の導入による働き方改革 

３１ ・有給休暇の取得推進、労働時間の短縮等 

３２ ・ノー残業デーの実施 

Ｈ 教育関連 

３３ ・職場体験・インターンシップの受入れ 

３４ ・青少年の健全育成に関する取組 

３５ 
・地域社会に役立つ社員教育の徹底 

・社員のＥＣＯ検定の推奨等 

 



Ｉ その他 

３６ ・生物多様性の保全に向けた取組・支援 

３７ ・環境報告書・ＣＳＲレポート等の発行等 

３８ ・ニューノーマルなライフスタイルの推進等 

 

※Ａ～Ｉに掲げる全ての分野に取り組み、且つ、項目番号１～３８に掲げる実践活動の内、２０項目以

上実践していることを登録要件とする。 

※実践活動の具体的な内容を登録審査確認書に記載すること。 


